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新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和３年６月７日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

別表第１の１の項金額の欄中「５０，０００円」を「５１，０００円」に、「７１，

０００円」を「７２，０００円」に、「３５２，０００円」を「３５３，０００円」に、

「６８２，０００円」を「６８３，０００円」に改め、同表３の項金額の欄中「１３，

０００円」を「１３，０００円（小荷物専用昇降機については、６，０００円）」に、

「８，０００円」を「８，０００円（小荷物専用昇降機については、５，０００円）」

に改め、同表５の項金額の欄中「２６７，０００円」を「２６８，０００円」に、「５

２７，０００円」を「５２８，０００円」に改め、同表６の項金額の欄中「２０，００

０円」を「２０，０００円（小荷物専用昇降機については、１３，０００円）」に改め、

同表８の項金額の欄中「７３，０００円」を「７４，０００円」に、「５５０，０００

円」を「５５１，０００円」に改め、同表９の項金額の欄中「４９，０００円」を「５

０，０００円」に、「２６２，０００円」を「２６３，０００円」に、「５２２，００

０円」を「５２３，０００円」に改める。  

別表第２の１の項金額（１件につき）の欄中「１３５，０００円」を「１３６，００



 

 

０円」に改め、同表９の項金額（１件につき）の欄中「２００，０００円」を「２０１，

０００円」に改め、同表２９の項金額（１件につき）の欄中「１３５，０００円」を

「１３６，０００円」に改め、同表３１の項及び３２の項金額（１件につき）の欄中

「８８，０００円」を「８９，０００円」に改め、同表３３の項及び３４の項金額（１

件につき）の欄中「２６９，０００円」を「２７１，０００円」に改め、同表３５の項

金額（１件につき）の欄中「８８，０００円」を「８９，０００円」に改め、同表３６

の項及び３７の項金額（１件につき）の欄中「２６９，０００円」を「２７１，０００

円」に改め、同表４２の項金額（１件につき）の欄中「１３５，０００円」を「１３６，

０００円」に改め、同表４５の項金額（１件につき）の欄中「１１，７００円」を「１

２，８００円」に、「２３，０００円」を「２５，１００円」に、「３７，９００円」

を「４１，４００円」に、「６７，７００円」を「７３，３００円」に、「１０２，４

００円」を「１１１，７００円」に、「１６４，１００円」を「１７９，０００円」に、

「２５６，４００円」を「２８０，９００円」に、「３１３，８００円」を「３４４，

４００円」に、「１７，７００円」を「１９，６００円」に、「３９，０００円」を

「４３，２００円」に、「６１，７００円」を「６８，５００円」に、「１１４，９０

０円」を「１２６，９００円」に、「１８３，３００円」を「２０３，５００円」に、

「３０３，９００円」を「３３７，６００円」に、「５２７，７００円」を「５８８，

２００円」に、「７１７，７００円」を「８０１，１００円」に、「５１，３００円」

を「５６，５００円」に、「１２０，７００円」を「１３３，１００円」に、「１９２，

５００円」を「２１２，２００円」に、「３８５，７００円」を「４２４，９００円」

に、「６７７，１００円」を「７４６，９００円」に、「１，１６２，２００円」を

「１，２８２，３００円」に、「２，１２６，３００円」を「２，３４７，９００円」

に、「３，０２５，９００円」を「３，３４２，４００円」に、「１５，１００円」を

「１６，９００円」に、「２８，２００円」を「３１，５００円」に、「４７，５００

円」を「５３，２００円」に、「７５，１００円」を「８４，１００円」に、「１２７，

０００円」を「１４２，１００円」に、「２０３，２００円」を「２２７，４００円」

に、「３４１，３００円」を「３８２，０００円」に、「４２８，６００円」を「４７

９，５００円」に、「７３，６００円」を「８２，４００円」に、「１７２，８００

円」を「１９３，５００円」に、「２７６，４００円」を「３０９，６００円」に、



 

 

「５４５，９００円」を「６１１，４００円」に、「９７７，５００円」を「１，０９

４，９００円」に、「１，６８０，５００円」を「１，８８２，３００円」に、「３，

１０９，１００円」を「３，４８２，５００円」に、「４，４４３，０００円」を「４，

９７６，５００円」に改め、同表４７の項金額（１件につき）の欄中「２００，０００

円」を「２０１，０００円」に改め、同表４９の項金額（１件につき）の欄中「５，５

００円」を「６，１００円」に、「１０，８００円」を「１１，９００円」に、「１８，

２００円」を「２０，１００円」に、「３０，１００円」を「３３，２００円」に、

「５０，３００円」を「５５，５００円」に、「８９，９００円」を「９９，３００

円」に、「１４２，７００円」を「１５７，６００円」に、「１８１，４００円」を

「２００，４００円」に、「１９５，２００円」を「２１５，６００円」に、「１０，

７００円」を「１１，８００円」に、「２９，７００円」を「３２，８００円」に、

「８８，３００円」を「９７，５００円」に、「１３９，６００円」を「１５４，２０

０円」に、「１７６，２００円」を「１９４，６００円」に、「２２０，２００円」を

「２４３，２００円」に、「３７，８００円」を「４１，７００円」に、「７６，００

０円」を「８３，９００円」に、「１０６，９００円」を「１１８，０００円」に、

「１５０，３００円」を「１６６，０００円」に、「２１５，９００円」を「２３８，

４００円」に、「３０９，７００円」を「３４２，１００円」に、「４２０，４００

円」を「４６４，３００円」に、「５５２，１００円」を「６０９，８００円」に、

「６４９，４００円」を「７１７，３００円」に、「１１９，９００円」を「１３２，

３００円」に、「１９７，５００円」を「２１８，１００円」に、「３０７，３００

円」を「３３９，５００円」に、「３９４，５００円」を「４３５，８００円」に、

「４７１，４００円」を「５２０，７００円」に、「５４９，１００円」を「６０６，

５００円」に、「２６４，３００円」を「２９１，７００円」に、「４２０，９００

円」を「４６４，９００円」に、「５９８，８００円」を「６６１，５００円」に、

「７３４，３００円」を「８１１，２００円」に、「８６５，５００円」を「９５６，

１００円」に、「９８７，８００円」を「１，０９１，２００円」に、「１０５，５０

０円」を「１０５，６００円」に、「１７６，５００円」を「１７６，８００円」に、

「２８５，６００円」を「２８６，１００円」に、「３７２，９００円」を「３７３，

５００円」に、「４４８，０００円」を「４４８，７００円」に、「５２５，５００



 

 

円」を「５２６，４００円」に改め、同表５１の項金額（１件につき）の欄中「５２，

１００円」を「５２，２００円」に、「１２３，２００円」を「１２３，４００円」に、

「１８２，２００円」を「１８２，５００円」に、「２２５，０００円」を「２２５，

４００円」に、「２７８，３００円」を「２７８，８００円」に、「４４４，７００

円」を「４４５，５００円」に、「６３４，６００円」を「６３５，６００円」に、

「７８１，６００円」を「７８２，９００円」に、「９２３，８００円」を「９２５，

３００円」に、「１，０５３，９００円」を「１，０５５，６００円」に、「４５，７

００円」を「４５，８００円」に、「１１５，２００円」を「１１５，３００円」に、

「１７３，３００円」を「１７３，６００円」に、「２１５，３００円」を「２１５，

７００円」に、「２６７，０００円」を「２６７，５００円」に、「１７６，５００

円」を「１７６，８００円」に、「２８５，６００円」を「２８６，１００円」に、

「３７２，９００円」を「３７３，５００円」に、「４４８，０００円」を「４４８，

７００円」に、「５２５，５００円」を「５２６，４００円」に改め、同表５４の項事

務の欄中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に改め、同項金額（１件につき）の

欄第１号ア中「第２９条第３項」を「第３４条第３項」に改め、同号ア（ア）中「第３０

条第１項」を「第３５条第１項」に改め、同号ア（ア）ａ中「５，５００円」を「６，

１００円」に改め、同号ア（ア）ｂ（ａ）ⅰ中「５，５００円」を「６，１００円」に

改め、同号ア（ア）ｂ（ａ）ⅱ中「１０，７００円」を「１１，９００円」に改め、同

号ア（ア）ｂ（ａ）ⅲ中「２２，３００円」を「２４，９００円」に改め、同号ア

（ア）ｂ（ａ）ⅳ中「４９，５００円」を「５５，３００円」に改め、同号ア（ア）ｂ

（ａ）ⅴ中「８８，６００円」を「９９，０００円」に改め、同号ア（ア）ｃ（ａ）中

「１０，６００円」を「１１，８００円」に改め、同号ア（ア）ｃ（ｂ）中「２９，３

００円」を「３２，８００円」に改め、同号ア（ア）ｃ（ｃ）中「８７，１００円」を

「９７，５００円」に改め、同号ア（ア）ｃ（ｄ）中「１３７，７００円」を「１５４，

２００円」に改め、同号ア（ア）ｃ（ｅ）中「１７３，８００円」を「１９４，６００

円」に改め、同号ア（ア）ｃ（ｆ）中「２１７，１００円」を「２４３，２００円」に

改め、同号ア（イ）ａ（ａ）中「３７，３００円」を「４１，７００円」に改め、同号

ア（イ）ａ（ｂ）中「４１，６００円」を「４６，６００円」に改め、同号ア（イ）ｂ

（ａ）ⅰ中「３７，３００円」を「４１，７００円」に改め、同号ア（イ）ｂ（ａ）ⅱ



 

 

中「４１，６００円」を「４６，６００円」に改め、同号ア（イ）ｂ（ａ）ⅲ中「７５，

０００円」を「８３，９００円」に改め、同号ア（イ）ｂ（ａ）ⅳ中「１２４，９００

円」を「１３９，８００円」に改め、同号ア（イ）ｂ（ａ）ⅴ中「２１２，７００円」

を「２３８，２００円」に改め、同号ア（イ）ｂ（ａ）ⅵ中「３０５，３００円」を

「３４１，７００円」に改め、同号ア（イ）ｃ（ａ）ｉ中「２４６，０００円」を「２

７５，６００円」に改め、同号ア（イ）ｃ（ａ）ⅱ中「３９７，７００円」を「４４５，

５００円」に改め、同号ア（イ）ｃ（ａ）ⅲ中「５６７，５００円」を「６３５，６０

０円」に改め、同号ア（イ）ｃ（ａ）ⅳ中「６９８，９００円」を「７８２，９００

円」に改め、同号ア（イ）ｃ（ａ）ⅴ中「８２６，１００円」を「９２５，３００円」

に改め、同号ア（イ）ｃ（ａ）ⅵ中「９４２，４００円」を「１，０５５，６００円」

に改め、同号ア（イ）ｃ（ｂ）ｉ中「９４，３００円」を「１０５，６００円」に改め、

同号ア（イ）ｃ（ｂ）ⅱ中「１５７，９００円」を「１７６，８００円」に改め、同号

ア（イ）ｃ（ｂ）ⅲ中「２５５，４００円」を「２８６，１００円」に改め、同号ア

（イ）ｃ（ｂ）ⅳ中「３３３，４００円」を「３７３，５００円」に改め、同号ア

（イ）ｃ（ｂ）ⅴ中「４００，６００円」を「４４８，７００円」に改め、同号ア

（イ）ｃ（ｂ）ⅵ中「４７０，０００円」を「５２６，４００円」に改め、同号イ中

「第２９条第３項」を「第３４条第３項」に改め、同表５５の項事務の欄中「第３１条

第１項」を「第３６条第１項」に改め、同表５６の項事務の欄中「第３６条第１項」を

「第４１条第１項」に改め、同項金額（１件につき）の欄中「第２条第３号」を「第２

条第１項第３号」に、「第３０条第１項」を「第３５条第１項」に、「５，５００円」

を「６，１００円」に、「１０，７００円」を「１１，９００円」に、「２２，３００

円」を「２４，９００円」に、「４９，５００円」を「５５，３００円」に、「８８，

６００円」を「９９，０００円」に、「１０，６００円」を「１１，８００円」に、

「２９，３００円」を「３２，８００円」に、「８７，１００円」を「９７，５００

円」に、「１３７，７００円」を「１５４，２００円」に、「１７３，８００円」を

「１９４，６００円」に、「２１７，１００円」を「２４３，２００円」に、「３７，

３００円」を「４１，７００円」に、「４１，６００円」を「４６，６００円」に、

「１９，２００円」を「２１，５００円」に、「２０，７００円」を「２３，１００

円」に、「７５，０００円」を「８３，９００円」に、「１２４，９００円」を「１３



 

 

９，８００円」に、「２１２，７００円」を「２３８，２００円」に、「３０５，３０

０円」を「３４１，７００円」に、「３５，９００円」を「４０，２００円」に、「６

２，１００円」を「６９，４００円」に、「１１２，３００円」を「１２５，７００

円」に、「１７０，２００円」を「１９０，４００円」に、「２４６，０００円」を

「２７５，６００円」に、「３９７，７００円」を「４４５，５００円」に、「５６７，

５００円」を「６３５，６００円」に、「６９８，９００円」を「７８２，９００円」

に、「８２６，１００円」を「９２５，３００円」に、「９４２，４００円」を「１，

０５５，６００円」に、「９４，３００円」を「１０５，６００円」に、「１５７，９

００円」を「１７６，８００円」に、「２５５，４００円」を「２８６，１００円」に、

「３３３，４００円」を「３７３，５００円」に、「４００，６００円」を「４４８，

７００円」に、「４７０，０００円」を「５２６，４００円」に改める。  

附  則  

この条例は、令和３年７月１日から施行する。  

 

提案理由  

建築関係手数料の額を改定するため、及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行

うため、本案を提出する。  


